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は
じ
め
に

土
器
や
石
器
な
ど
の
「
モ
ノ
（
遺
物
）
」
を
資
料
と
し
て
、

祖
先
の
暮
ら
し
や
社
会
を
復
元
・
研
究
す
る
考
古
学
の
中
に
、

「
祭
祀
考
古
学
」
と
い
う
分
野
が
あ
る
。
眼
に
形
と
し
て
見
え

る
考
古
学
資
料
を
用
い
て
、
眼
に
見
え
な
い
原
始
・
古
代
人
の

信
仰
現
象
や
「
コ
コ
ロ
」
を
解
明
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
祭
祀
遺
跡
と
祭
祀
遺
物
（
神
祭
り
に
使
用
し
た
道

具
）
を
研
究
資
料
に
、
原
始
・
古
代
の
人
々
が
神
や
霊
魂
と
接

し
て
い
た
時
の
精
神
状
態
（
心
理
）
を
認
知
し
よ
う
と
す
る
学

問
で
あ
る
（

  1
）。

兵
庫
県
内
の
祭
祀
遺
跡
数
は
、
現
在
三
五
〇
箇
所
（
摂
津

九
五
、
播
磨
一
四
八
、
但
馬
六
三
、
丹
波
二
〇
、
淡
路
二
四
）

存
在
す
る
（

  2
）。
こ
れ
に
は
、
縄
文
時
代
の
石
棒
・
土
偶
の
類

か
ら
奈
良
時
代
以
降
の
人
形
・
馬
形
ま
で
、
各
時
代
に
わ
た
る

石
製
品
・
土
製
品
・
木
製
品
・
金
属
製
品
な
ど
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
『
風
土
記
』
成
立
の
時
代
（
奈
良
時
代
）
と
そ

の
内
容
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
る
古
墳
時
代
に
限
っ
て
、
年

代
順
に
研
究
の
現
状
と
成
果
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

一　

祭
祀
遺
跡
と
そ
の
対
象

祭
祀
遺
跡
と
は
何
か
と
問
わ
れ
た
ら
、
神
祭
り
を
行
っ
た
こ

と
が
考
古
学
上
か
ら
立
証
で
き
る
跡
と
答
え
た
い
。

具
体
的
に
は

①　

祭
祀
遺
物
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

②　

祭
祀
遺
物
が
遺
構
（
巨
石
・
土
坑
な
ど
）
に
伴
う
こ
と
。

③　

祭
祀
の
対
象
物
が
存
在
す
る
こ
と
。

特
に
、
③
の
祭
祀
の
対
象
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
、
祭
祀
遺

跡
と
認
定
す
る
の
に
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
こ
で
、
宍
粟
市
一
宮
町
に
所
在
す
る
伊
和
遺
跡
を
例
に
、
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何
を
対
象
と
し
た
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
推
測
し
て
み
よ

う
。伊

和
遺
跡
は
姫
路
市
街
地
か
ら
国
道
二
九
号
を
北
上
す
る
こ

と
約
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
、
揖
保
川
左
岸
の
標
高
一
七
〇

メ
ー
ト
ル
の
河
岸
段
丘
上
に
立
地
し
て
い
る
。
昭
和
四
九
年
の

ほ
場
整
備
に
伴
う
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
遺
跡
で
、
古

墳
時
代
の
竪
穴
住
居
跡
四
棟
な
ど
を
発
見
し
た
。

祭
祀
遺
物
に
は
、
二
号
住
居
跡
か
ら
滑
石
製
の
勾
玉
が
二

点
、
臼
玉
四
七
点
、
鉄
剣
一
点
と
、
近
辺
か
ら
発
見
さ
れ
た
有

孔
円
板
一
点
、
胴
部
を
穿
孔
し
た
小
型
丸
底
壺
や
手
捏
土
器
な

ど
が
あ
る
。
年
代
は
、
五
世
紀
の
前
半
で
あ
ろ
う
（

  3
）。

こ
の
遺
跡
周
辺
を
注
意
深
く
観
察
す
る
と
、
こ
の
地
は
延
喜

式
内
社
で
あ
る
「
伊
和
神
社
」
の
鎮
座
地
で
あ
り
、
遺
跡
の
す

ぐ
北
に
は
「
鶴
の
石
」
と
伝
承
さ
れ
る
自
然
石
が
認
め
ら
れ

た
。
こ
の
石
は
い
わ
ゆ
る
磐
座
（
神
の
依
代
）
で
あ
り
、
古
く

は
そ
こ
に
神
を
招
い
て
祭
祀
を
行
っ
た
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ

る
。
さ
ら
に
、
遺
跡
の
北
東
に
は
、
宮
山
と
呼
ぶ
三
角
形
を
し

た
小
さ
な
富
士
山
を
思
わ
せ
る
山
（
神
奈
備
）
が
聳
え
て
い
た

（
図
１
）
。

こ
の
よ
う
な
条
件
が
揃
う
と
、
遺
跡
は
伊
和
神
社
が
造
ら
れ

る
以
前
よ
り
神
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
場
所
で
あ
り
、
鶴
の
石

あ
る
い
は
宮
山
に
神
を
招
い
て
祭
祀
を
執
り
行
い
、
そ
の
終
了

後
に
祭
祀
具
（
模
造
品
）
を
一
括
埋
納
し
た
か
、
祭
祀
用
に
保

管
し
て
い
た
場
所
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
、
祭
り
の
場
の
立
地
か
ら
祭
祀
の
対

象
を
以
下
の
三
つ
に
分
け
て
み
た
。

Ⅰ
類　

墳
墓
地
の
祭
祀

Ⅱ
類　

生
活
居
住
地
の
祭
祀

　

①　

自
然
（
山
・
水
・
石
・
樹
・
峠
な
ど
）
対
象
の
祭
祀

　

②　

住
居
内
お
よ
び
周
辺
の
祭
祀
（
竈
祭
祀
も
含
む
）

　

③　

律
令
的
祭
祀
（
ま
じ
な
い
を
含
む
）

Ⅲ
類　

生
産
地
の
祭
祀

二　

古
墳
時
代
の
石
製
祭
祀
具

古
墳
時
代
で
は
、
祭
祀
遺
物
の
代
表
と
し
て
石
製
祭
祀
具

（
鏡
形
・
有
孔
円
板
・
勾
玉
・
臼
玉
・
剣
形
・
刀
子
・
子
持
勾

玉
・
石
釧
な
ど
）
と
土
製
祭
祀
具
（
鏡
形
・
勾
玉
・
丸
玉
・
人

形
・
舟
形
・
馬
形
・
短
甲
・
鋤
先
・
機
織
具
な
ど
）
が
あ
り
、

金
属
製
祭
祀
具
（
銅
鏡
・
斧
・
鎌
・
刀
子
・
鉄
鋌
な
ど
）
や
、

律
令
制
祭
祀
具
と
し
て
重
用
さ
れ
る
木
製
祭
祀
具
の
一
部
（
刀

形
・
斎
串
な
ど
）
も
出
現
し
て
い
る
。
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石
製
祭
祀
具
は
、
ま
ず
古
墳
の
副
葬
品
と
し
て
滑
石
製
で
鏡

や
剣
・
刀
子
な
ど
の
金
属
製
品
を
模
し
た
も
の
の
使
用
が
始

ま
り
、
遅
れ
て
祭
祀
遺
跡
に
こ
れ
ら
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
播
磨
地
域
で
は
、
古
墳
出
土
の
も
の
を
含
め
て
五
二
例

の
出
土
遺
跡
が
あ
る
。
例
を
挙
げ
て
い
く
と
、
注
目
さ
れ
る
の

が
姫
路
市
長
越
遺
跡
大
溝
出
土
の
滑
石
製
勾
玉
と
鏡
を
模
し
た

有
孔
円
板
（
図
２
）
、
明
石
市
藤
江
別
所
遺
跡
井
戸
出
土
の
車

輪
石
で
、
四
世
紀
後
半
か
ら
末
の
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
車
輪

石
は
古
墳
以
外
で
発
見
さ
れ
た
稀
有
な
例
で
あ
る
。
ま
た
、
同

時
期
の
剣
形
と
子
持
勾
玉
が
姫
路
市
の
東
前
畑
遺
跡
（
図
２
）

と
同
市
小
山
遺
跡
ｖ
地
点
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。
東
前
畑
遺
跡

は
、
播
磨
地
域
最
古
の
滑
石
製
玉
作
遺
跡
で
も
あ
る
。

長
越
遺
跡
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
滑
石
製
品
が
倭
王
権

の
祭
祀
具
で
あ
り
、
大
和
（
大
神
神
社
の
磐
座
祭
祀
）
か
ら
九

州
宗
像
・
沖
ノ
島
（
磐
座
祭
祀
）
ま
で
続
く
、
各
国
拠
点
の
祭

祀
遺
跡
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。

次
い
で
、
宍
粟
市
伊
和
遺
跡
出
土
の
有
孔
円
板
や
勾
玉
、
太

子
町
亀
田
遺
跡
出
土
の
勾
玉
な
ど
に
拡
が
っ
て
い
く
。
五
世
紀

初
め
か
ら
中
頃
と
推
測
で
き
る
。
さ
ら
に
、
加
西
市
小
谷
遺
跡

や
小
野
市
高
田
宮
ノ
後
遺
跡
出
土
の
有
孔
円
板
が
続
き
、
五
世

紀
後
葉
か
ら
六
世
紀
に
入
る
と
加
東
市
家
原
・
堂
ノ
元
遺
跡
や

た
つ
の
市
長
尾
谷
遺
跡
な
ど
、
勾
玉
の
断
面
形
態
が
円
形
か
ら

偏
平
な
長
方
形
、
板
状
に
変
わ
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
長

越
遺
跡
を
中
心
と
し
て
同
心
円
状
に
拡
が
っ
て
い
っ
た
と
理
解

で
き
る
。

そ
し
て
、
新
し
い
形
態
の
石
製
祭
祀
具
（
勾
玉
・
管
玉
・
臼

玉
な
ど
）
が
、
神
戸
市
新
方
遺
跡
で
六
世
紀
前
後
か
ら
製
作
さ

れ
、
周
辺
の
白
水
遺
跡
、
出
合
遺
跡
、
明
石
市
吉
田
南
遺
跡
、

北
王
子
遺
跡
、
藤
江
遺
跡
な
ど
で
使
用
し
て
い
る
。
こ
こ
に

も
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
摂
津

で
は
神
戸
市
松
野
遺
跡
の
豪
族
居
館
内
で
の
祭
り
と
、
神
戸
市

郡
家
遺
跡
が
注
目
で
き
、
こ
こ
で
も
石
製
祭
祀
具
の
製
作
を

行
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
さ
ら
に
、
淡
路
で
は
後
に
国
府
が
置
か

れ
る
地
域
の
南
あ
わ
じ
市
の
雨
流
遺
跡
と
木
戸
原
遺
跡
が
注
意

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
石
製
祭
祀
具
は
五
・
六
世
紀
代
を
中

心
に
、
各
地
域
の
拠
点
な
る
集
落
遺
跡
に
出
土
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

特
に
、
播
磨
地
域
で
筆
者
が
注
目
し
た
の
は
石
製
祭
祀
具
の

年
代
ご
と
の
分
布
が
非
常
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
古
い
タ
イ
プ
の
も
の
は
姫
路
市
と
宍
粟
市
、
そ
し
て
加

西
市
・
小
野
市
に
認
め
ら
れ
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
も
の
は
神
戸

市
西
区
と
明
石
市
に
集
中
す
る
の
で
あ
る
。
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『
国
造
本
紀
』
に
よ
る
と
こ
の
頃
播
磨
地
域
は
こ
の
三
箇
所

の
中
心
部
に
国
造
（
律
令
制
以
前
に
、
倭
王
権
に
服
属
し
て

就
任
し
た
在
地
の
首
長
）
が
置
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
針
間
国

造
」
・
「
針
間
鴨
国
造
」
・
「
明
石
国
造
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
。
石
製
祭
祀
具
は
、
主
に
「
三
種
の
神
器
」
と
さ
れ
る
鏡
・

剣
・
玉
を
模
し
た
も
の
で
、
倭
王
権
が
創
出
・
使
用
し
た
祭
祀

具
な
の
で
あ
る
。
分
布
図
（
図
３
、
地
名
表
は
省
略
）
の
よ
う

に
、
こ
の
祭
祀
具
の
拡
が
り
を
見
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
が
倭
王
権
の
祭
祀
を
受
け
入
れ
、
服
属
し
た
時
期
・
年
代
を

示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
針
間
地
域
が
五
世
紀
前

半
、
針
間
鴨
地
域
が
五
世
紀
後
半
頃
。
そ
し
て
、
明
石
地
域
が

六
世
紀
の
初
め
頃
に
倭
王
権
の
祭
祀
を
受
け
入
れ
、
続
い
て
六

世
紀
前
半
に
は
各
首
長
が
国
造
に
な
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
な

お
、
加
古
川
地
域
は
早
く
か
ら
倭
王
権
と
親
密
な
関
係
に
あ
る

地
域
で
、
行
者
塚
古
墳
や
高
御
位
山
を
対
象
に
し
た
石
製
祭
祀

具
を
出
土
す
る
砂
部
遺
跡
が
あ
る
な
ど
、
針
間
・
明
石
両
国
造

支
配
地
域
に
属
さ
ず
王
権
の
支
所
的
（
飛
び
地
）
な
様
相
が
認

め
ら
れ
る
。
な
お
、
淡
路
地
域
に
は
こ
の
時
期
の
大
き
な
古
墳

も
無
く
、
雨
流
遺
跡
や
木
戸
原
遺
跡
を
見
る
と
、
王
権
の
直
轄

地
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

ま
た
、
こ
の
祭
祀
具
は
当
初
古
墳
と
祭
祀
遺
跡
で
使
用
さ
れ

た
た
め
、
そ
の
組
合
せ
が
葬
祭
分
化
の
資
料
と
さ
れ
た
こ
と
も

あ
る
。
現
在
、
葬
祭
分
化
の
時
期
は
古
墳
の
副
葬
品
と
の
違
い

が
認
め
ら
れ
、
宗
像
沖
ノ
島
遺
跡
に
祭
祀
専
用
の
品
々
が
現
れ

る
六
世
紀
と
七
世
紀
の
間
と
捉
え
る
井
上
光
貞
説
が
注
目
さ
れ

て
い
る
（

  4
）。

さ
ら
に
、
石
製
祭
祀
具
は
単
独
（
単
体
）
で
用
い
ら
れ
る
こ

と
は
な
く
、
数
種
類
を
組
み
合
わ
せ
て
使
用
す
る
。
祭
り
の
対

象
と
な
る
も
の
は
自
然
神
（
山
・
川
・
石
・
樹
な
ど
）
が
多

く
、
こ
の
前
面
に
石
を
利
用
し
て
祭
壇
（
磐
境
）
を
組
み
、
榊

を
立
て
る
（
神
籬
）
。
そ
し
て
、
小
枝
に
こ
れ
ら
を
吊
下
げ
た

と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
初
期
須
恵
器
と
呼
ば
れ
る
土
器
を
伴

う
こ
と
、
近
年
で
は
藤
江
別
所
遺
跡
の
小
型
素
文
鏡
や
木
戸
原

遺
跡
の
よ
う
に
、
鉄
鋌
な
ど
の
金
属
製
祭
祀
具
を
伴
う
こ
と
も

多
々
あ
る
。

三　

古
墳
時
代
の
土
製
祭
祀
具

も
う
一
方
の
代
表
で
あ
る
土
製
祭
祀
具
は
、
『
肥
前
国
風
土

記
』
に
も
記
載
が
あ
る
よ
う
に
、
土
で
人
や
馬
な
ど
神
の
好
む

も
の
を
模
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。

加
古
川
市
行
者
塚
古
墳
で
は
、
埋
葬
主
体
部
を
発
掘
調
査
し
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て
い
な
い
の
で
、
石
製
祭
祀
具
の
存
在
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

こ
の
造
出
部
か
ら
家
形
埴
輪
や
囲
形
埴
輪
と
共
に
土
製
祭
祀

具
が
出
土
し
た
。
従
来
、
土
製
祭
祀
具
は
石
製
祭
祀
具
の
後
を

受
け
て
、
六
世
紀
代
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
新
し
い
祭
祀

具
と
の
見
解
が
あ
っ
た
が
、
近
年
は
行
者
塚
古
墳
や
加
西
市
ク

ワ
ン
ス
塚
古
墳
の
造
出
の
よ
う
に
五
世
紀
代
の
も
の
も
多
く
な

り
、
同
時
存
在
ま
た
は
さ
ら
に
古
く
な
る
と
の
意
見
も
出
て
き

た
。
こ
こ
で
は
、
鳥
形
・
魚
形
・
植
物
（
菱
の
実
、
ア
ケ
ビ
な

ど
）
を
模
し
た
祭
祀
具
が
、
笊
形
の
土
器
や
食
物
を
盛
る
高
坏

と
共
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。
ク
ワ
ン
ス
塚
古
墳
か
ら
も
、
笊
形

土
器
と
共
に
円
板
（
餅
か
）
や
ね
じ
り
棒
形
の
食
物
が
出
土
し

て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
供
物
の
類
と
考
え
ら
れ
、
古
墳
造
出
上

で
の
祭
祀
を
考
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
元
々
は
、
実
際
の

食
物
が
捧
げ
ら
れ
て
い
た
の
を
土
で
作
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推

測
で
き
る
。

播
磨
地
域
に
お
け
る
祭
祀
遺
跡
で
の
土
製
祭
祀
具
発
見
例

は
、
播
磨
町
大
中
遺
跡
に
古
墳
時
代
初
頭
の
鏡
と
鳥
形
、
加
東

市
河
高
上
ノ
池
遺
跡
に
人
形
と
鏡
・
勾
玉
な
ど
、
赤
穂
市
の
東

有
年
・
沖
田
遺
跡
と
三
木
市
田
井
野
遺
跡
な
ど
に
馬
形
が
出
土

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
竪
穴
住
居
跡
か
ら
の
発
見

で
あ
る
。
そ
の
他
、
珍
し
い
も
の
に
相
生
市
丸
山
窯
跡
出
土

の
鍬
先
形
も
し
く
は
鋤
先
形
と
、
加
古
川
市
神
野
大
林
窯
跡
出

土
の
斧
形
が
存
在
す
る
。
こ
ち
ら
は
六
世
紀
後
半
の
年
代
で
、

農
具
や
工
具
の
模
造
品
で
あ
り
他
の
土
製
品
と
共
伴
せ
ず
単
独

出
土
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
祭
祀
の
場
で
な
く
祭
祀
具
を

生
産
し
た
場
と
言
え
よ
う
。
筆
者
は
、
農
具
・
工
具
は
農
耕
祭

祀
（
耕
地
開
発
）
に
用
い
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
た
だ
し
、

生
産
遺
跡
（
製
塩
）
で
は
、
淡
路
市
貴
船
神
社
遺
跡
の
舟
形
の

よ
う
に
塩
作
り
の
成
功
を
祈
念
す
る
た
め
の
も
の
や
、
う
ま
く

生
産
出
来
た
後
の
感
謝
の
祭
り
も
当
然
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

河
高
上
ノ
池
遺
跡
は
、
加
古
川
中
流
域
右
岸
の
段
丘
上
に
立

地
す
る
集
落
遺
跡
で
、
発
掘
さ
れ
た
遺
構
に
竪
穴
住
居
跡
二
棟

が
あ
る
。
祭
祀
具
は
住
居
跡
か
ら
人
形
六
点
、
鏡
二
点
と
勾
玉

四
点
、
盾
と
短
甲
が
各
一
点
と
手
捏
土
器
が
あ
る
（
図
４
）
。

年
代
は
、
五
世
紀
の
後
半
頃
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
で
は
土
製
品

が
単
独
で
は
な
く
、
武
具
や
装
身
具
の
模
造
品
と
手
捏
土
器
を

伴
う
こ
と
が
注
目
で
き
よ
う
。
祭
祀
の
対
象
は
、
こ
こ
か
ら
西

方
の
加
西
方
面
に
向
か
う
低
い
峠
（
青
野
ヶ
原
）
を
越
え
る

際
、
境
界
に
い
る
荒
ぶ
る
神
や
悪
霊
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
の
峠

（
境
界
）
祭
祀
と
考
え
て
い
る
。

東
有
年
・
沖
田
遺
跡
は
、
千
種
川
下
流
域
右
岸
の
微
高
地
に
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立
地
す
る
集
落
跡
で
あ
る
。
馬
形
は
六
世
紀
後
半
の
竪
穴
住
居

跡
か
ら
、
手
捏
土
器
と
共
に
出
土
し
て
い
る
。
田
井
野
遺
跡

は
、
加
古
川
の
支
流
美
嚢
川
右
岸
の
段
丘
上
に
立
地
す
る
集
落

跡
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
馬
形
が
住
居
跡
か
ら
出
土
し
、
六
世
紀

末
か
ら
七
世
紀
初
頭
の
年
代
で
あ
る
。
県
内
で
は
、
奈
良
時
代

の
も
の
を
含
め
五
二
遺
跡
に
発
見
例
が
あ
る
。

従
来
、
馬
は
文
献
史
学
や
民
俗
学
の
研
究
者
に
よ
っ
て
水
神

と
関
連
付
け
ら
れ
、
馬
形
も
井
戸
跡
や
河
川
か
ら
の
出
土
が
多

く
、
神
道
考
古
学
提
唱
の
大
場
磐
雄
な
ど
も
水
神
祭
祀
の
供
献

品
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
で
は
奈
良
大
学
の
水
野
正
好

が
、
馬
に
は
完
全
な
形
で
発
見
さ
れ
る
も
の
が
少
な
く
、
『
法

華
験
記
』
や
『
日
本
霊
異
記
』
に
記
さ
れ
た
、
板
絵
馬
の
脚
が

折
れ
た
た
め
行
疫
神
（
祟
り
な
す
神
）
が
そ
の
馬
に
乗
っ
て
病

気
を
ば
ら
撒
く
責
を
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
馬
を
行
疫

神
の
乗
物
と
捉
え
、
こ
の
活
動
を
留
め
る
た
め
に
故
意
に
壊
し

て
祀
っ
た
と
考
え
た
（

  5
）卓
見
で
あ
る
。

土
製
馬
形
は
奈
良
時
代
に
も
継
承
さ
れ
、
「
大
祓
」
に
使
用

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
見
て
、
筆
者
も
馬
形
の
基

本
的
な
用
い
方
は
祓
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
馬

は
当
時
最
速
の
乗
物
で
あ
り
、
行
く
先
々
か
ら
穢
れ
を
持
ち
込

む
動
物
と
の
考
え
方
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
先
学
の
研
究
と
遺
跡
立
地
や
祭
祀
遺
物
の
出
土
状

況
か
ら
考
え
る
と
、
土
製
祭
祀
遺
物
は
間
違
い
な
く
荒
ぶ
る
神

の
鎮
魂
を
目
的
と
し
た
性
格
の
強
い
も
の
と
理
解
で
き
る
の
で

あ
る
。
王
権
の
祭
祀
具
で
あ
る
石
製
祭
祀
遺
物
に
対
し
て
、
土

製
祭
祀
遺
物
は
土
着
の
神
（
特
に
、
風
土
記
の
言
う
荒
ぶ
る

神
）
へ
の
供
献
品
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

四　

土
製
祭
祀
具
・
石
製
祭
祀
具
で
神
を
祀
る
背
景

『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
枚
方
里
佐
比
岡
の
条
に
は
出
雲

の
大
神
が
神
尾
山
に
坐
し
、
こ
こ
を
通
る
出
雲
国
か
ら
の
旅
人

の
一
〇
人
な
ら
ば
半
ば
の
五
人
を
、
五
人
な
ら
三
人
を
捕
ら
え

て
殺
害
し
た
。
そ
れ
故
、
出
雲
国
の
人
た
ち
が
佐
比
（
小
刀
・

鋤
な
ど
の
鉄
製
品
）
を
作
っ
て
神
祭
り
を
し
た
が
、
ど
う
し
て

も
和
ら
が
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
（
こ
の
地
に
出
雲
の
）

比
古
神
が
先
に
来
て
、
比
売
神
が
後
か
ら
追
っ
て
来
た
と
こ

ろ
、
男
神
は
こ
の
地
に
鎮
座
せ
ず
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
女

神
は
こ
れ
を
怨
み
怒
っ
て
、
荒
ぶ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
後
、
河
内
国
茨
田
郡
枚
方
の
里
の
漢
人
が
こ
の
山
の

麓
に
移
住
し
て
来
て
、
敬
い
祀
り
よ
う
や
く
和
ま
せ
鎮
座
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
神
が
坐
す
山
を
神
尾
山
、
佐
比
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を
作
っ
て
祀
っ
た
と
こ
ろ
を
佐
比
岡
と
名
付
け
た
と
い
う
。

同
じ
く
、
こ
れ
に
関
連
し
た
説
話
が
揖
保
郡
広
山
里
意
此
川

の
条
に
も
見
ら
れ
る
。
品
田
天
皇
（
応
神
）
の
時
代
、
出
雲
の

御
陰
大
神
が
枚
方
里
の
神
尾
山
に
坐
し
て
、
行
く
人
を
遮
り
、

半
数
を
殺
し
、
半
数
を
生
か
し
た
。
伯
耆
・
因
幡
・
出
雲
国
の

人
、
三
人
が
こ
れ
を
憂
い
朝
廷
に
鎮
圧
を
願
い
出
た
。
（
朝

廷
は
）
額
田
部
連
久
等
々
を
派
遣
し
て
、
祈
祷
さ
せ
た
。
そ
の

時
、
屋
形
（
神
を
祀
る
殿
舎
）
を
屋
形
田
に
造
り
酒
屋
（
神
用

の
酒
を
造
る
屋
舎
）
を
佐
々
山
に
造
っ
て
、
神
を
祀
っ
た
と
い

う
。
さ
ら
に
、
荒
ぶ
る
神
の
記
述
が
賀
古
郡
鴨
波
里
舟
引
原
の

条
・
神
前
郡
埴
岡
里
生
野
の
条
に
も
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
揖
保
郡
林
田
里
伊
勢
野
の
条
の
地
名
説
話
で
は
、
荒

ぶ
る
神
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
が
、
い
つ
も
移
住
し
て
き
た

人
々
が
平
穏
に
暮
ら
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
衣

縫
猪
手
と
漢
人
刀
良
等
の
祖
が
、
伊
和
大
神
の
子
で
あ
る
伊
勢

都
比
古
命
・
伊
勢
都
比
売
命
の
二
神
を
山
麓
に
社
を
造
っ
て
祭

祀
す
る
と
、
開
墾
・
定
住
が
可
能
と
な
り
、
里
を
形
成
す
る
こ

と
が
出
来
た
と
い
う
。

『
肥
前
国
風
土
記
』
基
肄
郡
姫
社
郷
の
条
に
も
よ
く
似
た
説

話
が
あ
る
。
昔
、
山
道
川
に
荒
ぶ
る
神
が
居
て
、
道
行
く
人

の
半
数
は
生
か
し
、
半
数
は
殺
害
し
た
。
祟
る
訳
を
占
っ
た
と

こ
ろ
「
筑
前
宗
像
郡
の
人
、
珂
是
古
に
、
自
分
の
社
を
祀
ら
せ

よ
。
願
い
が
叶
え
ば
、
荒
ぶ
る
の
を
止
め
よ
う
」
と
の
託
宣
が

あ
っ
た
。
珂
是
古
が
幡
を
揚
げ
て
神
の
所
在
を
確
か
め
る
と
、

御
原
郡
姫
社
の
杜
と
山
道
川
の
辺
に
落
ち
た
の
で
、
自
然
と
神

の
坐
す
と
こ
ろ
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
た
、
そ
の
夜
、
夢

に
臥
機
と
絡
垜
（
機
織
具
）
が
舞
い
現
れ
祟
り
な
す
神
が
女
神

と
分
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
姫
社
の
杜
に
社
を
建
て
て
祀
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
祟
る
こ
と
は
無
く
な
っ
た
と
い
う
。

同
じ
く
、
佐
嘉
郡
の
条
の
郡
名
説
話
に
も
、
佐
嘉
川
の
川
上

に
荒
ぶ
る
神
が
居
て
、
道
行
く
人
の
半
数
を
生
か
し
、
半
数
を

殺
害
し
た
。
そ
こ
で
、
県
主
等
の
祖
で
あ
る
大
荒
田
が
占
っ
た

と
こ
ろ
、
土
蜘
蛛
の
大
山
田
女
と
狭
山
田
女
の
二
人
の
女
性
が

居
て
、
「
下
田
の
村
の
土
を
取
っ
て
、
人
形
・
馬
形
を
作
り
、

荒
ぶ
る
神
を
祀
る
な
ら
ば
必
ず
和
ら
ぐ
」
と
い
う
。
こ
の
言
葉

に
従
い
神
を
祀
る
と
、
荒
ぶ
る
神
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
和
ら

い
だ
。

各
風
土
記
の
伝
承
で
は
、
こ
う
し
た
荒
ぶ
る
神
へ
の
捧
げ
物

は
佐
比
や
酒
、
人
形
・
馬
形
や
機
織
具
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
土
地
に
坐
す
神
の
好
む
も
の
を
捧
げ
祀
る
こ
と
で
、
そ
の

土
地
を
開
墾
し
て
定
住
出
来
た
り
、
交
通
妨
害
な
ど
の
祟
り
か

ら
逃
れ
ら
れ
る
と
考
え
た
の
が
、
古
墳
時
代
人
の
神
祭
り
の
基
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本
的
な
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
裏
付
け
る
が
ご
と
く
、
供
献
品
と
推
定
さ
れ
る
祭
祀

遺
物
（
人
形
・
馬
形
な
ど
の
土
製
祭
祀
具
と
有
孔
円
板
・
勾

玉
・
臼
玉
な
ど
の
石
製
祭
祀
具
）
が
、
祭
祀
遺
跡
か
ら
発
見
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
地
域
ご
と
に
独
自
の
神
を
祀

る
集
団
が
存
在
し
た
こ
と
も
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
の
場
所
が
峠

や
坂
な
ど
の
境
界
、
川
を
渡
る
と
こ
ろ
、
川
の
分
岐
点
、
巨
大

な
樹
木
や
自
然
石
の
下
、
神
奈
備
山
の
麓
な
ど
で
あ
る
。

そ
う
し
た
神
の
依
り
つ
く
場
所
に
、
仏
教
寺
院
建
立
の
影
響

を
受
け
た
神
主
家
（
神
社
側
）
達
が
、
律
令
制
祭
祀
の
開
始

（
木
製
祭
祀
具
に
人
形
が
加
わ
る
前
期
難
波
宮
）
に
併
せ
神
を

常
駐
さ
せ
る
施
設
と
し
て
、
社
殿
を
建
て
た
の
が
神
社
の
起
源

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
考
古
学
者
は
弥
生
時
代
や
古
墳
時
代
の

独
立
棟
持
柱
を
持
つ
掘
立
柱
建
物
を
神
殿
、
神
社
の
起
源
と
考

え
る
人
が
多
い
（

  6
）。

大
場
磐
雄
の
弟
子
で
あ
る
亀
井
正
道
は
、
石
製
祭
祀
具
と
土

製
祭
祀
具
を
比
較
し
、
石
製
祭
祀
具
は
有
孔
円
板
・
剣
形
・
玉

類
の
三
者
の
組
合
せ
が
主
体
と
な
り
こ
れ
に
他
種
を
少
数
伴
う

の
が
基
本
型
で
、
祭
り
の
儀
礼
を
行
う
た
め
の
も
の
と
い
う
性

格
を
持
つ
と
捉
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
土
製
祭
祀
具
は
主
体

と
な
る
基
本
的
な
組
合
せ
が
認
め
ら
れ
ず
、
神
自
身
が
使
う
た

め
の
も
の
と
い
う
性
格
が
強
い
と
位
置
付
け
た
。
ま
た
、
あ
る

遺
跡
で
主
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
他
の
遺
跡
で
従
属
的
な
存

在
に
な
る
と
い
う
土
製
祭
祀
具
の
あ
り
方
は
、
祀
る
側
が
神
の

性
格
付
け
を
始
め
た
証
拠
で
あ
る
と
も
考
察
す
る
（

  7
）。
こ
の

見
解
は
、
二
つ
の
祭
祀
具
を
対
比
し
そ
の
性
格
を
捉
え
た
も
の

と
し
て
、
誠
に
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
。

五　

飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良
時
代
の
木
製
祭
祀
具

律
令
国
家
の
神
祇
祭
祀
重
視
の
政
策
は
、
太
政
官
と
並
立

し
て
神
祇
官
を
置
い
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
中
央

（
都
）
だ
け
で
な
く
地
方
支
配
の
末
端
ま
で
浸
透
し
て
い
っ

た
。
こ
れ
を
証
明
す
る
の
が
、
都
城
や
各
地
の
官
衙
で
発
見
さ

れ
る
律
令
制
祭
祀
遺
物
で
あ
る
。

律
令
制
祭
祀
遺
物
に
は
、
人
形
・
馬
形
・
舟
形
・
斎
串
な
ど

の
木
製
祭
祀
具
、
人
面
墨
書
土
器
・
模
型
竈
・
土
馬
な
ど
の
土

器
・
土
製
品
、
鏡
・
鈴
・
人
形
な
ど
の
金
属
製
品
が
出
土
し
て

い
る
。

奈
良
文
化
財
研
究
所
の
金
子
裕
之
は
こ
れ
ら
の
祭
祀
具
を
律

令
制
祭
祀
の
開
始
に
当
た
り
、
人
形
な
ど
新
し
く
中
国
（
隋
・

唐
）
か
ら
導
入
し
た
も
の
に
、
古
墳
時
代
祭
祀
具
の
一
部
を
組
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み
合
わ
せ
て
天
武
・
持
統
朝
に
作
り
上
げ
た
も
の
と
指
摘
し

た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
「
木
製
模
造
品
の
成
立
」
と
呼
称
す

る
。
近
年
で
は
前
期
難
波
宮
の
調
査
成
果
を
取
り
込
み
、
年
代

を
７
世
紀
中
葉
に
遡
ら
せ
て
い
る
。
ま
た
、
個
々
の
遺
物
の
性

格
を
、
律
令
制
祭
祀
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
「
大

祓
」
に
関
係
す
る
も
の
と
結
論
付
け
た
（

  8
）。
道
教
の
影
響
を

強
く
受
け
た
大
祓
の
目
的
は
、
天
皇
の
都
を
穢
れ
か
ら
守
り
、

都
を
清
浄
に
保
つ
こ
と
に
あ
り
、
毎
年
六
月
と
一
二
月
の
晦
日

に
宮
中
で
実
修
さ
れ
、
地
方
で
は
国
衙
や
郡
衙
で
執
り
行
わ
れ

た
。人

形
は
主
に
木
製
品
で
、
扁
平
な
板
材
を
切
り
欠
い
て
頭
・

胴
・
手
・
脚
を
作
り
、
一
〇
セ
ン
チ
前
後
の
小
さ
な
も
の
か

ら
、
一
五
〇
セ
ン
チ
も
あ
る
大
型
品
ま
で
存
在
す
る
。
そ
の
用

法
は
形
代
で
あ
る
人
形
で
体
を
撫
で
た
り
、
息
を
吹
き
か
け
て

穢
れ
を
移
し
、
さ
ら
に
水
に
流
す
こ
と
で
他
界
に
送
り
出
し

た
。
そ
の
際
に
、
乗
物
と
な
る
馬
形
や
舟
形
が
必
要
と
説
明
す

る
。
金
子
は
、
九
州
宗
像
・
沖
ノ
島
遺
跡
出
土
の
滑
石
製
人
形

や
馬
形
も
、
都
城
と
同
じ
祓
に
用
い
た
と
推
測
し
た
。
な
お
、

県
内
で
は
都
に
多
い
模
型
竈
は
な
く
（
た
だ
し
、
古
墳
時
代
の

も
の
は
た
つ
の
市
と
芦
屋
市
に
見
ら
れ
る
が
奈
良
時
代
の
も
の

と
の
関
係
が
明
ら
か
で
な
い
）
、
人
面
墨
書
土
器
は
姫
路
市
本

町
遺
跡
と
神
戸
市
の
宅
原
遺
跡
の
各
一
例
で
あ
る
。
土
馬
も
都

城
型
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
川
西
市
の
小
戸
遺
跡
出
土
品
の
み

で
あ
る
。

兵
庫
県
内
出
土
の
木
製
祭
祀
遺
物
は
、
木
製
品
が
残
り
や
す

い
条
件
に
あ
る
但
馬
地
域
が
多
く
二
〇
遺
跡
あ
り
、
そ
の
う
ち

豊
岡
市
袴
狭
遺
跡
群
が
飛
び
抜
け
て
多
い
。
播
磨
地
域
は
一
六

遺
跡
、
丹
波
地
域
九
遺
跡
、
摂
津
五
遺
跡
、
淡
路
二
遺
跡
で
あ

る
。
形
態
上
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
播
磨
多
可
町
の
安
坂
・
城

の
堀
遺
跡
出
土
の
一
本
足
の
人
形
と
鍬
先
形
の
祭
祀
具
で
あ
る

（
一
本
足
の
人
形
は
丹
波
市
の
市
辺
遺
跡
、
鍬
先
形
は
但
馬
第

二
次
国
府
跡
と
さ
れ
る
豊
岡
市
祢
布
ヶ
森
遺
跡
に
出
土
例
が
あ

る
）
。
新
し
く
な
る
と
、
「
蘇
民
将
来
札
」
な
ど
の
呪
符
木
簡

も
加
わ
る
。

袴
狭
遺
跡
群
は
、
Ｊ
Ｒ
豊
岡
駅
か
ら
南
東
へ
約
七
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
に
位
置
し
、
日
本
海
ま
で
距
離
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

標
高
六
メ
ー
ト
ル
前
後
の
低
地
に
あ
る
弥
生
時
代
か
ら
奈
良
・

平
安
時
代
の
集
落
遺
跡
で
あ
る
。
特
に
、
奈
良
時
代
で
は
但
馬

第
一
次
国
府
と
出
石
郡
衙
跡
の
遺
跡
と
考
え
て
い
る
。
遺
跡
か

ら
出
土
す
る
木
製
祭
祀
具
に
は
、
人
形
・
馬
形
・
舟
形
・
鳥

形
・
刀
形
・
斎
串
な
ど
が
あ
り
、
全
国
一
の
出
土
量
を
誇
る
。

ま
た
、
数
の
多
さ
だ
け
で
な
く
、
層
位
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
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こ
と
が
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
代

の
遺
跡
は
上
・
中
・
下
三
枚
の
水
田
層
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ

一
〇
世
紀
代
・
九
世
紀
代
・
八
世
紀
代
に
比
定
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
り
、
こ
の
遺
跡
群
出
土
の
も
の
を
年
代
型
式
の
基
準
資

料
に
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
こ
の
木
製
祭
祀
具
は
官
衙
関
連
の
遺
跡
で
出
土
し
、

こ
れ
が
発
見
さ
れ
る
と
国
衙
・
郡
衙
関
係
の
遺
跡
と
判
断
出
来

る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
派
生
し
て
、
筆
者
は
五
畿
七
道
を

結
ぶ
幹
線
道
路
に
置
か
れ
た
駅
家
と
確
定
す
る
た
め
の
決
め
手

に
馬
形
を
考
え
て
み
た
い
（
山
陽
道
の
場
合
は
瓦
葺
建
物
と
い

う
こ
と
か
ら
、
今
里
幾
次
・
高
橋
美
久
二
両
氏
が
国
府
系
瓦
を

こ
の
特
定
品
と
し
て
提
唱
し
て
い
る
）
。

先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
木
製
祭
祀
具
は
大
祓
に
使
用
し
た

と
明
ら
か
に
さ
れ
、
木
製
馬
形
は
罪
・
穢
れ
を
背
負
っ
た
人
形

の
乗
物
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
木
簡
な
ど

の
文
字
資
料
か
ら
駅
家
跡
と
確
定
で
き
た
数
少
な
い
例
の
播
磨

国
た
つ
の
市
小
犬
丸
遺
跡
と
、
但
馬
国
朝
来
市
柴
遺
跡
な
ど
の

駅
家
遺
跡
に
不
都
合
な
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

小
犬
丸
遺
跡
の
第
二
次
調
査
（
駅
館
外
の
低
湿
地
）
で
は
、

井
戸
の
周
辺
か
ら
木
製
祭
祀
具
が
出
土
し
た
の
で
あ
る
が
、

人
形
は
見
当
た
ら
ず
、
馬
形
（
一
〇
点
）
の
み
で
あ
っ
た
（
図

５
）
。
馬
形
が
人
形
の
乗
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
単
独
出
土
（
斎

串
は
伴
う
）
と
い
う
の
は
理
解
し
難
い
の
で
あ
る
。

疑
問
が
氷
解
し
た
の
は
、
但
馬
山
陰
道
・
朝
来
市
柴
遺
跡

（
粟
賀
駅
家
）
の
報
告
書
に
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
平
川

南
が
四
号
木
簡
（
呪
符
）
の
解
釈
を
書
か
れ
た
の
を
見
て
か
ら

の
こ
と
。
『
日
本
霊
異
記
』
を
参
考
に
、
こ
の
呪
符
は
山
陰
道

粟
賀
駅
家
の
門
前
で
御
馳
走
を
土
器
に
盛
り
鬼
（
行
疫
神
な

ど
）
を
饗
応
し
、
災
厄
を
逃
れ
る
た
め
に
門
の
両
側
に
立
て
た

も
の
の
一
つ
（
左
門
）
と
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
（

  9
）。

で
は
、
駅
家
の
門
前
に
お
い
て
、
鬼
を
饗
応
す
る
理
由
は
何

だ
っ
た
の
か
。
馬
は
当
時
最
速
の
乗
物
で
あ
り
、
他
郡
や
他
国

へ
行
く
先
々
で
穢
れ
（
災
い
）
す
な
わ
ち
鬼
を
持
ち
込
む
動
物

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
駅
家
で
は
人
よ
り
も
馬
に
付
く
穢

れ
（
流
行
病
な
ど
）
を
ま
き
散
ら
さ
な
い
よ
う
祓
う
必
要
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
駅
家
出
土
の
馬
形
は
、
穢
れ
を
背
負
っ

た
人
形
の
乗
物
で
は
な
く
、
馬
に
付
い
た
穢
れ
や
鬼
を
祓
う
た

め
の
形
代
だ
っ
た
で
あ
る
。
こ
う
理
解
す
れ
ば
、
小
犬
丸
遺
跡

出
土
の
馬
形
と
柴
遺
跡
で
発
見
し
た
人
形
（
一
二
点
）
の
倍
以

上
の
馬
形
（
三
〇
点
、
図
５
）
も
合
理
的
に
説
明
出
来
る
。
駅

家
で
は
、
人
よ
り
も
馬
の
方
が
大
切
だ
っ
た
。
木
製
祭
祀
具
を

発
見
し
た
遺
跡
の
場
合
、
人
形
よ
り
も
馬
形
の
数
が
多
け
れ
ば



81

多
い
ほ
ど
、
近
く
に
駅
家
が
存
在
し
た
確
か
な
証
拠
と
い
え
よ

う
。

お
わ
り
に

−

木
製
祭
祀
具
を
多
量
出
土
す
る
遺
跡
の
特
徴

−

兵
庫
県
内
で
、
全
国
的
に
著
名
な
祭
祀
遺
跡
は
神
戸
市
桜
ヶ

丘
遺
跡
な
ど
の
銅
鐸
出
土
地
で
あ
る
。
こ
れ
に
、
最
近
南
あ
わ

じ
市
松
帆
銅
鐸
が
加
わ
っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
、
全
国
で
注
目

さ
れ
る
の
が
豊
岡
市
袴
狭
遺
跡
群
の
多
量
の
木
製
祭
祀
具
で
あ

る
。
こ
の
遺
跡
群
を
含
め
、
但
馬
地
域
に
何
故
木
製
祭
祀
具
の

出
土
量
が
多
い
の
か
を
検
討
し
て
お
わ
り
に
替
え
た
い
。

こ
れ
に
は
、
第
二
次
国
府
の
祓
所
に
相
当
す
る
日
高
町
川
岸

遺
跡
出
土
の
人
形
が
ヒ
ン
ト
に
な
り
そ
う
で
あ
る
（

  10
）。
当
該

遺
跡
の
人
形
は
墨
書
で
顔
を
描
い
た
も
の
が
多
く
、
都
城
で
出

土
し
た
人
形
の
顔
と
比
較
し
て
も
見
劣
り
す
る
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
優
れ
て
い
る
と
表
現
し
た
方
が
適
切
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
人
形
の
顔
は
官
人
で
あ
る
倭
人
で
な
く
、
異
国
人

に
見
え
る
も
の
が
多
い
。

水
野
正
好
は
人
面
墨
書
土
器
に
描
か
れ
た
顔
を
、
胡
国
人

（
ペ
ル
シ
ャ
、
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
）
の
顔
と
い
う
。
行
疫
神
は
胡

国
か
ら
中
国
に
入
り
、
日
本
に
来
た
と
い
う
発
想
で
あ
る
（

  11
）。

こ
れ
ら
か
ら
考
え
る
と
、
但
馬
地
域
の
大
祓
に
は
都
の
官
人

（
人
形
の
顔
を
描
い
た
絵
師
を
含
め
）
が
関
わ
っ
て
い
る
可
能

性
が
高
く
、
都
か
ら
も
多
く
の
人
が
参
集
し
た
に
違
い
な
い
。

そ
の
出
土
量
か
ら
考
え
て
も
、
臨
時
の
大
祓
が
多
数
実
修
さ
れ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
を
、
こ
の
地
が
日
本
海
側
か
ら

の
畿
内
へ
の
入
口
（
玄
関
口
）
に
当
た
り
、
当
時
流
行
し
て
い

た
異
国
か
ら
の
疫
病
除
け
の
た
め
に
実
施
し
た
水
際
作
戦
だ
っ

た
と
捉
え
た
い
の
で
あ
る
。

近
年
の
日
本
海
側
の
調
査
に
注
目
す
る
と
、
能
登
半
島
の
石

川
県
小
島
西
遺
跡
で
は
小
面
積
の
発
掘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大

量
の
木
製
祭
祀
具
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
鳥
取
自
動

車
道
の
調
査
で
は
鳥
取
市
青
谷
横
木
遺
跡
・
常
松
菅
田
遺
跡
・

大
捔
遺
跡
な
ど
で
大
量
に
出
土
し
て
い
る
。
特
に
、
大
捔
遺
跡

で
は
珍
し
い
一
本
足
（
剣
先
状
）
の
人
形
が
初
期
か
ら
最
終
段

階
の
も
の
ま
で
連
続
し
て
残
り
、
因
幡
国
が
こ
の
タ
イ
プ
の
国

内
で
の
出
現
地
に
な
る
と
直
感
で
き
た
。

木
製
祭
祀
具
の
全
国
一
の
多
量
使
用
は
但
馬
国
で
あ
っ
た

が
、
異
国
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
災
い
に
対
処
す
る
た
め
、
日
本

海
側
全
域
で
大
祓
（
疫
病
除
け
）
を
実
修
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
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（
註
）

（
1
）
大
平
茂
「
祭
祀
考
古
学
の
体
系
」（『
祭
祀
考
古
学
の
研
究
』

〈
雄
山
閣
、
二
〇
〇
八
年
〉）。

（
2
）
大
平
茂
『
特
別
展
古
代
祭
祀
の
世
界
』（
兵
庫
県
立
考
古

博
物
館
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
3
）
村
上
紘
揚
『
播
磨
一
宮
伊
和
遺
跡
調
査
報
告
』（
一
宮
町

文
化
協
会
、
一
九
七
四
年
）。

（
4
）
井
上
光
貞
『
日
本
古
代
の
王
権
と
祭
祀
』（
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
八
四
年
）。

（
5
）
水
野
正
好
「
馬
・
馬
・
馬
」（『
文
化
財
学
報
』
第
二
集
、

奈
良
大
学
、
一
九
八
三
年
）。

（
6
）
広
瀬
和
雄
『
カ
ミ
観
念
と
古
代
国
家
』（
角
川
学
芸
出
版
、

二
〇
一
〇
年
）。

（
7
）
亀
井
正
道
「
浜
松
市
坂
上
遺
跡
の
土
製
模
造
品
」（『
歴

史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』、
一
九
八
五
年
）。

（
8
）
金
子
裕
之
『
古
代
都
城
と
律
令
祭
祀
』（
柳
原
出
版
、

二
〇
一
四
年
）。

（
9
）
平
川
南
「
出
土
木
簡
」（『
柴
遺
跡
調
査
報
告
』
兵
庫
県

教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
10
）
加
賀
見
省
一
『
川
岸
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
』（
日
高
町
教

育
委
員
会
、
一
九
八
六
年
）。

（
11
）
水
野
正
好
『
ま
じ
な
ひ
の
文
化
史
』（
水
野
さ
ん
の
奈
良

大
学
学
長
就
任
を
祝
う
会
、
一
九
九
四
年
）。
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図１　伊和遺跡位置図
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図２　姫路市・長越遺跡、東前畑遺跡出土石祭祀具
（有孔円板・剣形、勾玉、棗玉、臼玉）
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図３　播磨地域石製祭祀具分布図
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図 4　加東市・河高上ノ池遺跡出土土製祭祀具
（人形・鏡形、勾玉形、盾形、短甲形、手捏土器）

（加東郡教育委員会「河高・上ノ池遺跡」1997より一部改変）
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図５　朝来市・柴遺跡、たつの市小犬丸遺跡出土木製馬形祭祀具


